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過
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よ
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労
働
市
場
に
限
定
し
て

　
　
　
　
　
　
報
告
者
梯
　
明
秀
氏

　
（
報
告
要
旨
は
次
号
に
掲
載
予
定
）

　
　
昭
和
四
二
年
度
第
三
回
研
究
会
（
六
月
九
目
）

　
　
　
　
　
▼
テ
ー
マ
　
「
戦
後
の
所
得
分
布
の
変
動
」

　
　
　
　
　
　
報
告
者
関
　
弥
三
郎
氏

　
報
告
要
旨
　
本
報
告
は
昭
和
３
０
年
代
の
目
本
経
済
の
成
長
期
に
お
げ

る
所
得
分
布
構
造
の
変
化
を
統
計
的
に
調
べ
た
も
の
で
あ
る
。
所
得
分

布
の
構
造
を
統
計
的
に
。
研
究
す
る
場
合
、
国
民
所
得
の
賃
金
、
利
子
、

利
潤
等
の
所
得
種
類
別
分
配
構
造
を
調
べ
る
方
法
と
、
経
済
主
体
を
そ

の
所
得
額
の
大
き
さ
で
分
類
し
た
所
得
階
級
別
構
造
を
調
べ
る
方
法
の

二
つ
が
あ
る
。
前
者
は
杜
会
階
級
間
に
お
げ
る
所
得
分
配
の
状
態
を
示

す
の
で
あ
り
、
後
老
は
経
済
主
体
間
に
お
げ
る
所
得
分
配
の
不
平
等
の

一
五
六
　
（
二
八
八
）

状
態
を
示
す
の
で
あ
る
。

　
　
　
一
、
所
得
種
類
別
分
布
の
変
化

　
ま
ず
昭
和
３
０
年
以
降
の
国
民
所
得
の
所
得
種
類
別
分
配
構
造
の
変
化

を
み
る
の
で
あ
る
が
、
国
民
所
得
を
賃
金
部
分
で
あ
る
雇
用
者
所
得
と

利
潤
部
分
に
当
る
不
労
所
得
（
内
容
は
表
１
の
注
参
照
）
お
よ
び
両
者

の
性
質
を
併
せ
有
す
る
個
人
業
主
所
得
の
三
つ
の
所
得
種
類
に
分
げ

て
、
そ
の
構
成
割
合
の
変
化
を
み
る
と
次
の
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る

（
表
－
参
照
）
。

　
ｏ
ｏ
雇
用
者
所
得
と
不
労
所
得
の
構
成
割
合
は
、
好
況
期
に
は
不
労

所
得
の
割
合
が
増
加
し
そ
の
代
り
雇
用
老
所
得
の
割
合
は
低
下
し
、

不
況
期
に
は
そ
の
逆
の
動
き
が
み
ら
れ
る
と
い
う
逆
相
関
の
関
係
に
あ

る
景
気
的
波
動
を
描
き
な
が
ら
、
次
第
に
増
加
し
て
き
た
。
そ
し
て
、

３
０
１
３
６
年
度
の
設
備
投
資
を
軸
と
す
る
高
度
成
長
の
時
期
に
は
、
雇
用

老
所
得
の
割
合
は
横
這
い
状
態
で
あ
っ
て
そ
の
問
に
僅
か
一
．
八
％
増

加
し
た
に
す
ぎ
な
い
の
に
対
し
て
、
不
労
所
得
の
割
合
は
一
〇
．
七
完

と
い
う
大
幅
の
増
加
を
示
し
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
３
７
年
の
景
気
後

退
以
後
は
、
そ
れ
ま
で
の
過
度
の
設
備
投
資
の
結
果
目
本
経
済
の
基
調

が
供
給
過
剰
に
変
化
し
た
た
め
に
、
、
不
労
所
得
の
割
合
は
３
６
年
度
を

境
に
．
低
下
し
３
６
－
４
０
年
度
に
は
四
・
四
％
減
少
し
た
。
こ
れ
に
－
対
し

’’’
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’
ｏ
Ｏ
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ｏ
ｏ
４
４

・
■

て
、
経
済
の
拡
大
に
伴
う
労
働
力
特
に
若
年
労

働
者
に
対
す
る
需
要
の
増
加
を
基
礎
に
、
雇
用

者
所
得
の
割
合
は
上
昇
を
続
げ
そ
の
間
に
六
・

六
％
の
増
加
を
生
じ
た
。
そ
の
結
果
３
０
１
４
０
年

度
の
１
０
カ
年
間
を
通
じ
て
み
る
と
、
雇
用
者
所

得
の
割
合
は
八
・
四
％
増
加
し
不
労
所
得
の
割

合
は
六
・
三
％
の
増
加
に
止
ま
っ
た
の
で
あ
っ

て
、
４
０
年
度
の
国
民
所
得
の
分
配
構
造
は
３
０
年

度
よ
り
も
雇
用
者
所
得
に
有
利
に
変
動
し
た
と

い
え
る
。

）２（

次
に
所
得
額
の
伸
び
率
を
比
較
す
る
と

（
表
２
）
、
３
０
１
３
６
年
度
（
前
期
）
の
伸
び
率
は

雇
用
者
所
得
の
二
・
二
倍
に
対
し
て
不
労
所
得

は
三
・
九
倍
で
あ
っ
て
ず
っ
と
大
き
く
、
と
こ

ろ
が
３
６
１
４
０
年
度
（
後
期
）
の
伸
び
率
は
雇
用

者
所
得
が
一
・
八
倍
で
不
労
所
得
の
の
一

・
三

倍
よ
り
も
若
干
高
い
だ
け
で
あ
っ
た
か
ら
、
３
０

１
４
０
年
度
の
１
０
カ
年
間
で
は
雇
用
者
所
得
四
・

一
倍
、
不
労
所
得
五
・
二
倍
で
不
労
所
得
の
方

共
同
研
究
室

一
五
七
　
（
二
八
九
）
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が
高
い
結
果
に
な
っ
た
。

　
か
く
て
、
３
０
年
代
の
後
期
に
な
っ
て
雇
用
者
所
得
は
国
民
所
得
の
相

対
的
な
取
り
分
に
お
い
て
も
、
ま
た
所
得
額
の
伸
び
率
に
お
い
て
も
不

労
所
得
よ
り
も
有
利
に
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
前
期
に
お
げ
る
そ
れ
ら

の
不
利
が
著
し
か
っ
た
た
め
に
、
３
０
年
代
全
休
を
通
じ
て
み
る
時
は
国

民
所
得
の
分
配
構
造
が
雇
用
者
所
得
に
有
利
に
変
っ
た
だ
げ
で
あ
っ
て
、

所
得
の
増
加
の
テ
ン
ポ
の
点
で
は
不
労
所
得
に
及
ば
な
か
っ
た
の
で
あ

る
。　

固
　
な
お
不
労
所
得
の
う
ち
大
き
な
ウ
エ
イ
ト
を
占
め
る
個
人
財
産

所
得
と
法
人
所
得
の
構
成
割
合
の
変
化
を
み
る
と
、
法
人
所
得
の
割
合

は
３
６
年
度
ま
で
は
景
気
的
波
動
を
描
き
な
が
ら
増
加
し
て
き
た
が
そ
れ

以
後
は
減
少
に
転
じ
、
そ
の
結
果
３
０
１
４
０
年
度
の
１
０
カ
年
問
に
割
合
は

二
・
五
％
増
加
し
所
得
額
は
四
・
六
倍
に
増
加
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て

個
人
財
産
所
得
（
賃
貸
料
、
利
子
、
配
当
）
は
そ
の
性
質
上
景
気
的
影

響
が
少
い
た
め
に
、
そ
の
割
合
は
ほ
ぽ
直
線
的
に
増
加
し
１
０
カ
年
問
に

割
合
は
四
・
二
％
ふ
え
所
得
額
は
五
・
四
倍
に
増
加
し
た
の
で
あ
っ

て
、
不
労
所
得
の
増
加
の
主
役
が
前
期
は
法
人
所
得
で
あ
っ
た
の
が
後

期
は
個
人
財
産
所
得
に
変
っ
た
の
で
あ
る
。

　
↑
ｏ
　
最
後
に
個
人
業
主
所
得
の
構
成
割
合
は
上
に
凹
の
曲
線
状
で
低

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
八
　
（
二
九
〇
）

下
を
続
け
景
気
的
波
動
は
全
く
認
め
ら
れ
ず
、
３
０
－
４
０
年
度
の
１
０
カ
年

間
に
そ
の
割
合
は
丁
四
・
七
％
減
少
し
た
。
そ
し
て
こ
の
問
の
所
得
額

の
伸
び
率
は
二
・
一
倍
で
あ
っ
て
雇
用
者
所
得
の
伸
び
率
の
約
半
分
で

あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
個
人
業
主
所
得
の
構
成
割
合
の
低
下
は
主
と
し
て
農
林

業
の
業
主
所
得
の
割
合
の
減
少
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
非
農
林
業
の

業
主
所
得
の
割
合
の
低
下
は
３
４
年
度
ま
で
で
あ
り
そ
れ
以
後
は
ほ
ぽ
横

這
い
状
態
で
あ
る
。
３
０
年
代
の
日
本
経
済
の
成
長
を
可
能
な
ら
し
め
た

要
因
の
一
つ
は
労
働
力
の
供
給
が
円
滑
に
行
匁
わ
れ
た
こ
と
で
あ
り
、

そ
れ
は
就
業
人
口
の
増
加
の
外
に
農
業
に
お
げ
る
就
業
者
の
第
二
次
、

猟
三
次
産
業
へ
の
移
動
に
よ
っ
て
可
能
と
な
っ
た
の
で
あ
っ
て
（
表
３

参
照
）
、
　
こ
の
こ
と
が
先
の
農
林
業
と
非
農
林
業
の
業
主
所
得
の
構
成

割
合
の
変
化
を
生
ぜ
し
め
た
の
で
あ
る
。

　
な
お
３
０
年
代
に
お
け
る
非
農
林
業
の
業
主
所
得
の
伸
び
率
が
二
・
六

倍
で
雇
用
者
所
得
の
伸
び
率
四
・
一
倍
に
比
べ
て
非
常
に
低
い
の
は
、

一
つ
に
は
非
農
林
業
の
自
営
業
主
お
よ
び
家
族
従
業
者
の
人
数
の
増
加

率
が
雇
用
者
の
増
加
率
よ
り
も
相
当
低
い
た
め
で
あ
っ
て
（
表
３
参

照
）
、
　
必
ず
し
も
平
均
所
得
水
準
の
伸
び
率
の
低
位
を
意
味
す
る
も
の

で
は
な
い
の
で
あ
る
。
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年
４
０てつあで位の

在
。

現
る

日
あ

１
で

月
果

１
０
結

る
の

よ
計

に
集

査
出

調
抽

勢
％

国
ユ
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以
上
の
分
配
国
民
所
得
の
構
造
は
家
計

）％位単（減増の率比成構の得所人個４表

振
得

９

９

７

Ｏ

８

８

府
所

４

４
Ｆ
ｏ

Ｏ

Ｏ

Ｏ

政
替，

８

６

３

８

７

５

）
人
所

６

Ｏ

１

３

Ｏ

４

ユ

１

内
個
産

（

■

口
寸

！
ｆ

８
Ｅ
ｏ

Ｏ

７
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２

所

ユ
〔
Ｊ

７

３

ユ
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労

１

１

ユ

不

■
；
；
　
　
　
　
　
　
　
１

■
！
十
－
■
　
　
　
　
１
　
　
；
　
　
　
　
－

６

３
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３

４
７
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一

人
所

８

８

３
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４

４

３

２

２

１

ユ

個
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■

－

一
■

■
　
！

一
　
■

者
得

６

２

１

６

９
５
　
．

用
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６
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６

２
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）
　
一

４
Ｆ
ｏ

５

雇
所

一
ヨ
ー

－
　
　
　
－
　
－
１
　
　
　
　
　
　
，

；
　
　
　
；
　
　
　
「
一
■
　
　
’
－
１
，

□
寸

ノ
ｆ

Ｏ

Ｏ

Ｏ

所

Ｏ

Ｏ

Ｏ

人

Ｏ

Ｏ

Ｏ

ユ

ユ

１

固

皮

和

年

Ｏ

６

Ｏ

３

３
つ
リ

Ｏ

６

Ｏ

３

３

４

’

’

一

昭

６

Ｏ

Ｏ

３

４
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■
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；
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Ｉ
…
　
　
　
　
－
　
　
　
　
１
　
　
　
１

黄
人

消
伽，

の

転
ら

移
か

の
外

へ
海

人
，

個
柾

ら
移

か
の

業
へ

企
人

法
の

　
う
ｂ

プ
カ

所
府

恋
政
。

財
，
る

入
９
あ

は
け
和

得
子
の

一
寸
、
一
工

一
口
，
ノ
丁
↑
車

・
．
「
」
ヒ
五
多
一

バ
フ
仁
天
－

不
負
の

　
者
へ

注

）倍円億
１
０位単（率び巾イの得所人個
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士
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Ｈ
／
０
Ｊ
ｏ
Ｏ

４
【
／
８

’
ｏ
４
８

府
所

ｏ
ｏ
ハ
Ｏ
ｏ
Ｏ

ｏ
Ｊ
（
）
９

，ユ

１
２
ｏ
ｏ

１
；

，

財
得

Ｏ
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□
／
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ｏ
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ｏ
４

）
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所
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４
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Ｏ
ｏ
ｏ
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１
↓
つ
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、
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Ｆ
０
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□
寸

ノ
ｆ

２
つ
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７
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折

３
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ｏ
Ｏ

Ｏ
０
３
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８
１
！
１
上

ズ
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労
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４
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４
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ー
ヨ
　
　
　
　
　
　
’
一
一
１

１
１
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一
リ
０
１
上
「
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２
９
＾
Ｏ

４
ｏ
ｏ
ｏ
ｏ

人
所

【
’
ｑ
〕
８

４
４
「
■

，

，

，

個
主

２
Ｑ
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「
ｏ

１
ー
ユ
ｎ
Ｚ

１

ヨ

１

考
得

６
４
つ
ｏ

Ｏ
ｏ
Ｊ
つ
ｏ

つ
ム
４
ｏ
Ｊ

ｏ

［
ｏ
７
’
ｏ
○

２
８
０

「
－
」

，

，

，

つ
Ｕ
Ｈ
／
」
４

ｎ
ｚ
１
４

一
ノ
Ｔ
“

ユ

－
亡
」
「
、

ノ
イ
’

１
７
’
【
ｏ

所

（
ｏ
７
‘
４

【
／
一
〇
つ
Ｕ

Ｏ
）
ｏ
ｏ
９
一

〇
一
Ｈ
’
４

人

，

，
　
　
　
　
１

Ｆ
／
つ
０
４

１
１
「
■
Ｏ
Ｏ

鉋

「
■
ク
】

１
『
　
　
　
　
　
　
…

■
’
１
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，
１

和

Ｏ
（
ｏ
Ｏ

○
只
）
（
）

つ
ｏ
つ
○
ｏ
ｏ

３
ｏ
０
４

’
　
　
ノ
　
　
　
。
’
／
’
　
ー
　
ノ
’

刀
口

（
ｏ
（
）
Ｏ

日

Ｑ
Ｕ
４
４

」
’
■
　
　
　
■
÷
１
　
　
　
　
　
　
　
　
，

と
企
業
お
よ
び
政
府
を
含
め
た
分
配
関
係
で
あ
る
。
次
に
こ
れ
を
家
計

の
み
に
限
っ
て
み
る
と
個
人
勘
定
の
個
人
所
得
で
与
え
ら
れ
る
。

伺
　
個
人
所
得
を
雇
用
老
所
得
、
個
人
業
主
所
得
お
よ
び
不
労
所
得

の
三
っ
に
分
け
て
そ
の
構
成
割
合
の
変
化
を
み
る
と
、
分
配
国
民
所
得

の
場
合
の
よ
う
な
大
き
な
景
気
的
波
動
は
な
く
雇
用
老
所
得
も
不
労
所

　
　
　
共
同
研
空
室

得
も
共
に
単
調
に
増
加
し
て
い
る
。
そ
し
て
３
６
年
度
を
境
と
す
る
前

期
、
後
期
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
構
成
割
合
の
増
加
は
雇
用
老
所
得
の

方
が
不
労
所
得
よ
り
も
大
き
い
の
で
あ
る
が
、
所
得
額
の
伸
び
率
は
逆

に
不
労
所
得
の
方
が
高
く
た
だ
そ
の
差
が
後
期
は
非
常
に
心
さ
く
な
っ

た
だ
け
で
あ
る
（
表
４
，
５
）
。
従
っ
て
３
０
１
４
０
年
度
の
１
０
カ
年
問
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
九
　
（
二
九
一
）



　
　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
十
六
巻
・
第
二
号
）

は
個
人
所
得
の
取
り
分
の
点
で
は
雇
用
者
所
得
に
有
利
に
な
っ
た
が
、

所
得
額
の
増
加
の
テ
ソ
ポ
は
不
労
所
得
よ
り
も
低
位
に
止
ま
っ
た
の
で

あ
る
。

　
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
関
係
は
不
労
所
得
の
う
ち
の
個
人
財
産
所
得
に

対
し
て
は
よ
り
著
し
く
、
そ
れ
の
前
期
の
伸
び
率
が
大
き
い
た
め
に
、

１
０
カ
年
間
の
増
加
率
は
雇
用
老
所
得
の
四
・
一
倍
に
対
し
て
個
人
財
産

所
得
は
五
・
七
倍
の
高
さ
で
あ
る
。

　
な
お
不
労
所
得
の
殆
ん
ど
を
占
め
る
個
人
財
産
所
得
と
政
府
か
ら
の

振
替
所
得
を
比
較
す
る
と
、
前
期
は
個
人
財
産
所
得
の
方
が
構
成
割
合

の
増
加
、
伸
び
率
共
に
大
き
か
っ
た
が
、
後
期
は
逆
に
政
府
か
ら
の
振

替
所
得
の
方
が
い
ず
れ
も
大
き
く
な
っ
て
い
る
。

　
個
人
業
主
所
得
に
つ
い
て
は
分
配
所
得
の
場
合
と
同
じ
で
あ
る
の
で

繰
返
さ
な
い
。

　
以
上
要
す
る
に
、
個
人
業
主
所
得
が
賃
金
と
利
潤
の
混
合
体
で
あ
っ

て
そ
れ
の
分
離
が
困
難
で
あ
る
か
ら
、
明
確
に
雇
用
老
所
得
（
賃
金
）

と
不
労
所
得
（
利
潤
）
の
分
配
関
係
を
統
計
的
に
知
る
こ
と
は
で
き
な

い
が
、
３
０
年
代
に
お
け
る
国
民
所
得
の
分
配
関
係
は
後
期
か
ら
雇
用
者

所
得
に
有
利
に
変
っ
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
３
０
年
代
全
般
を
通
じ
て
み

る
時
は
不
労
所
得
特
に
個
人
財
産
所
得
の
方
が
よ
り
多
く
所
得
を
拡
大

ニ
ハ
○
　
（
二
九
二
）

す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
二
、
所
得
階
級
別
分
布
の
変
化

　
次
に
、
経
済
主
体
間
に
お
け
る
所
得
分
配
の
変
化
を
み
る
の
で
あ
る

が
、
こ
こ
で
は
就
業
構
造
基
本
調
査
（
昭
和
３
１
年
か
ら
始
ま
り
以
後
３

年
毎
に
行
な
わ
れ
る
）
に
よ
る
世
帯
単
位
の
デ
ー
タ
に
よ
っ
て
行
な
う

の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
先
の
個
人
所
得
の
所
得
階
級
別
構
造
の
分
析
で

あ
る
。
こ
の
デ
ー
タ
は
、
過
去
ー
カ
年
問
に
世
帯
の
構
成
員
が
得
た
勤

労
所
得
、
財
産
所
得
、
振
替
所
得
の
す
べ
て
を
合
計
し
た
年
問
世
帯
収

入
に
よ
っ
て
、
世
帯
を
所
得
階
級
別
に
分
類
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
か

し
、
こ
の
世
帯
収
入
は
自
計
申
告
で
あ
る
か
ら
記
入
の
正
確
性
が
問
題

で
あ
り
、
ま
た
標
本
調
査
の
性
格
上
そ
の
数
が
極
め
て
少
な
い
（
し
か

し
所
得
金
額
の
ウ
ェ
イ
ト
は
相
当
高
い
）
高
額
所
得
層
が
十
分
把
握
さ

れ
て
い
な
い
と
思
わ
れ
る
か
ら
、
こ
の
デ
ー
タ
に
よ
る
所
得
分
布
の
分

析
は
精
度
が
低
い
こ
と
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら

ず
こ
の
資
料
に
よ
る
の
は
、
全
国
の
世
帯
を
対
象
と
し
世
帯
収
入
を
調

べ
た
資
料
と
し
て
は
唯
一
の
も
の
で
あ
り
、
世
帯
主
の
就
業
状
態
、
産

業
、
従
業
上
の
地
位
別
の
資
料
も
得
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
た
お
こ
の

デ
タ
ー
は
前
年
の
７
月
か
ら
そ
の
年
の
６
月
ま
で
の
１
ヵ
年
間
の
収
入

を
調
べ
た
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て
例
え
ぱ
３
１
年
の
資
料
は
国
民
所
得
統

１
－

止
’

凹
』

山

’＾

’
…

山甘…－…
山“

－
’

“

…］
山

＾…
…“……

｛
ｎ

．

｛
’吐山山

～…
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計
の
３
０
年
度
の
値
に
対
応
す
る
も
の
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
Ｏ
Ｏ
　
ま
ず
３
１
年
か
ら
４
０
年
ま
で
の
所
得
階
級
別
世
帯
数
分
布
の
彩
態

）倍町万位単（率び伸のそと額得所均平り当帯
’
世月層階得所６表

１３／０４７３／０４１３／７３年
４
０年

３
７年

３
４年

３
１

０６

２
・

６５

２
．

３７

２
．

７９

２
．

２４

１
・

８６

１
一

４６

１
一

４５

１
・

４８

１
一

２５

１
一

６６

１
一

３９

１
一

３

９
．

５

５

８
．

２

１

３
・

６

５

１
一

３ユ

９Ｌ４

０

７
・

１

６

８
・

３

５

５
一

８

９

８
・

２

７

３
・

ユ

３

１
一

３

９

３
．

６

８

２
．

２

２

１
．

１

２

３
・

２

３

４
・

４

数
プ
プ
プ

　
一
　
一
　
一

　
レ
　
　
レ
　
　
レ

　
ノ
　
　
　
ノ
　
　
　
ノ

　
グ
グ
グ

　
ー
　
皿
　
皿

総
第
第
第

世
　
純

の
　
単

ｘ
　
　
は

の
　
額

次
　
得

，
　
所

プ
。
均

一
た
平

ル
し
，

１
と
で

グ
プ
の

第
ル
る

を
グ
い

帯
皿
て

世
第
れ

の
を
ら

％
帯
え

位
世
与

下
の
で

，
％
入

て
位
収

べ
上
帯
。

列
の
世
た

に
り
均
し

順
残
平
算

の
　
，
月
換

得
プ
は
に

所
一
タ
額

を
ル
一
年

数
グ
デ
て

総
皿
の
し

帯
第
年
倍

世
を
３
ユ
ー
２

　
帯
　
　
に

１
）
　
　
２

注

共
　
同

研
　
究

室

を
比
較
す
る
と
、
所
得
水
準
の

上
昇
の
た
め
に
度
数
集
中
点
が

高
額
所
得
へ
移
動
し
度
数
分
布

の
山
が
次
第
に
低
く
な
り
、
所

得
の
上
限
値
が
急
速
に
高
ま
っ

て
い
る
。
従
っ
て
一
世
帯
当
り

平
均
所
得
額
は
特
に
３
４
年
以
降

急
激
に
増
大
し
、
４
０
年
は
３
１

年
の
二
・
六
倍
に
な
っ
た
（
表

６
）
。

　
こ
の
所
得
水
準
の
上
昇
の
テ

ン
ポ
を
所
得
階
級
の
上
中
下
位

に
つ
い
て
比
較
す
る
た
め
に
、

世
帯
総
数
を
策
ー
グ
ル
ー
プ

（
下
位
％
の
世
帯
）
、
　
第
皿
グ

ル
ー
プ
（
中
位
払
の
世
帯
）
、
第

皿
グ
ル
ー
プ
（
上
位
弘
の
世
帯
）

の
三
つ
に
分
げ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
平
均
所
得
額
を
計
算
し
そ
の
伸
び
率

を
比
べ
る
と
表
５
の
と
お
り
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
３
１
１
３
７
年
（
３
０

１
３
６
年
度
に
相
当
す
る
）
の
６
カ
年
問
で
は
高
所
得
層
程
平
均
所
得
額

の
増
加
の
テ
ソ
ポ
が
大
き
く
、
特
に
第
皿
グ
ル
ー
ブ
の
増
加
率
は
著
し

く
高
い
。
と
こ
ろ
が
３
７
１
４
０
年
（
３
６
１
３
９
年
度
に
対
応
す
る
）
の
３
カ

年
問
で
は
む
し
ろ
低
所
得
層
の
方
が
平
均
所
得
の
増
加
率
は
高
く
な
っ

て
お
り
、
各
グ
ル
ー
プ
の
増
加
率
は
あ
ま
り
大
き
な
違
い
は
な
い
。
し

か
し
３
０
年
代
の
９
カ
年
間
を
通
じ
て
み
る
時
は
所
得
の
高
い
層
程
平
均

所
得
の
増
加
の
テ
ソ
ポ
は
よ
り
大
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
た
３
０
年
代
の
前
期
と
後
期
に
お
げ
る
所
得
グ
ル
ー
プ
別
の

所
得
水
準
の
上
昇
テ
ソ
ポ
の
変
化
は
、
主
と
し
て
先
に
個
人
所
得
で
み

た
個
人
財
産
所
得
の
伸
び
率
が
後
期
に
著
し
く
鈍
化
し
た
こ
と
に
よ
る

も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
吻
前
期
に
お
げ
る
高
所
得
層
程
平
均
所
得
の
伸
び
率
が
高
い
こ
と

は
所
得
格
差
の
拡
大
を
意
味
し
、
後
期
の
低
所
得
層
程
平
均
所
得
の
増

加
率
が
大
き
い
こ
と
は
所
得
格
差
の
縮
少
を
あ
ら
わ
す
の
で
あ
る
。
こ

れ
を
確
か
め
る
た
め
に
変
動
係
数
と
歪
度
を
計
算
す
る
と
、
３
１
か
ら
３
７

年
に
か
げ
て
そ
れ
ら
の
値
が
増
加
し
て
所
得
格
差
の
拡
大
を
あ
ら
わ

し
、
と
こ
ろ
が
４
０
年
に
は
こ
れ
ら
の
値
は
若
干
減
少
し
て
所
得
格
差
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
ハ
一
　
（
二
九
三
）
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命
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経
済
学
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巻
・
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号
）

年
４
０年

３
７年

３
４年

３
１

９
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０
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）脇
度

数係動変
歪

ツ
積

ン
面

レ
の一

線

口
曲

’
』

ナし算計で式｛度歪注
アＸ

ぴ　

ユ
〃

欺
押昌吃ｓ

に
当
る
）
の
９
カ
年
問
を
通
じ
て
比
べ
る
と
所
得
格
差
は
拡
大
し
、

得
分
布
の
不
平
等
度
は
高
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
所
得
階
級
別
分
布
の
分
析
は
世
帯
総
数
に
つ
い
て
行
な
っ
た

の
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
更
に
世
帯
主
の
就
業
状
態
、
産
業
、
従
業
上
の

地
位
別
に
行
な
い
、
あ
る
い
は
ま
た
個
人
に
つ
い
て
の
所
得
階
級
別
分

布
を
就
業
状
態
、
産
業
別
に
比
較
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
が
、
そ
れ

は
今
後
の
課
題
で
あ
る
。

縮
少
を
示
し
て
い
る
（
表
７
）
。

　
更
に
所
得
階
級
別
の
世
帯
数
と
そ

れ
が
得
た
所
得
金
額
と
を
併
せ
考
慮

し
て
所
得
分
布
の
不
平
等
度
を
測
る

ロ
ー
レ
ソ
ツ
曲
線
の
面
積
の
値
を
計

算
す
る
と
、
や
は
り
３
１
年
か
ら
３
７
年

に
か
け
て
増
加
し
、
４
０
年
に
は
反
落

し
て
、
所
得
分
布
の
不
平
等
度
が
前

期
に
は
増
大
し
た
が
後
期
に
は
若
干

縮
少
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
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昭
和
四
二
年
度
第
五
回
研
究
会
（
七
月
七
日
）

　
　
　
▼
テ
ー
マ
　
「
戦
後
西
ド
イ
ツ
の
農
業
と
農
政
」

　
　
　
報
告
者
大
藪
輝
雄
氏

　
報
告
要
旨
　
第
二
次
大
戦
後
の
目
本
に
お
い
て
は
、
ド
イ
ツ
農
業

は
、
日
本
農
業
と
の
関
係
に
お
い
て
、
主
と
し
て
次
の
二
つ
の
面
か
ら

研
究
せ
ら
れ
た
。

　
第
一
に
は
、
戦
後
日
本
の
農
地
改
革
が
「
上
か
ら
」
の
改
革
で
あ
っ

た
と
こ
ろ
か
ら
、
歴
史
上
に
お
け
る
「
上
か
ら
」
の
農
業
改
革
の
代
表

で
あ
る
、
　
「
プ
ロ
シ
ヤ
型
」
の
農
業
資
本
主
義
化
の
コ
ー
ス
が
盛
ん
に

論
議
さ
れ
、
そ
の
結
果
、
グ
ー
ツ
ヴ
ィ
ル
ト
シ
ャ
フ
ト
か
ら
ユ
ソ
カ
ー

経
営
に
至
る
東
ド
イ
ツ
の
農
業
発
展
の
歴
史
的
研
究
が
多
く
の
人
々
に

よ
っ
て
な
さ
れ
、
日
本
と
の
対
比
が
行
な
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
第
二
に
は
、
農
地
改
革
の
結
果
つ
く
り
出
さ
れ
た
、
日
本
の
「
農
民

的
土
地
所
有
」
ま
た
は
「
自
作
農
的
土
地
所
有
」
の
性
格
が
西
ド
イ
ツ

の
小
農
と
の
対
比
に
お
い
て
問
題
と
さ
れ
、
さ
ら
に
最
近
で
は
国
家
独

占
資
本
主
義
の
下
で
の
農
民
層
分
解
の
特
徴
や
国
家
独
占
資
本
主
義
的

農
業
合
理
化
政
策
で
あ
る
「
農
業
構
造
改
善
政
策
」
が
比
較
検
討
さ
れ

て
い
る
。
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報
告
者
は
、
こ
の
第
二
の
見
地
か
ら
、
以
下
の
諦
玖
目
に
よ
っ
て
、

帖
後
西
ド
ィ
ツ
の
農
業
と
農
政
の
展
開
を
概
観
し
、
そ
こ
で
の
問
趣
点

を
指
揃
し
た
。

　
一
、
軟
後
西
ド
イ
ツ
に
お
げ
る
農
業
政
策
の
展
開

　
　
１
、
戦
後
西
ド
イ
ツ
独
占
資
本
の
復
活

　
　
２
、
独
占
賓
本
の
復
活
と
農
業
政
策

　
　
　
…
土
地
改
革

　
　
　
吻
　
市
場
規
制
法

　
　
　
側
　
農
　
業
　
法

　
　
　
↑
Ｏ
　
Ｅ
Ｅ
Ｃ
共
通
農
業
政
策

　
二
、
西
ド
イ
ツ
の
農
業
構
造
と
農
民
層
の
分
解

　
　
１
，
Ｅ
Ｅ
Ｃ
に
お
け
る
西
ド
イ
ツ
農
業
の
地
位

　
　
２
、
独
占
資
本
の
発
展
と
農
業

　
　
３
、
農
民
層
の
分
解

　
　
　
ｏ
Ｕ
　
農
用
地
規
模
別
農
業
経
営
の
変
動

　
　
　
似
　
農
民
層
分
解
に
つ
い
て
の
諸
説

　
　
　
卿
　
問
　
題
　
点
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